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アスベスト対策部会（第２回）議事次第

日時：平成１７年１０月１２日

１６：３０－１８：００

場所：国土交通省 階特別会議室11

１．開 会

２．議 事

① 前回議事要旨の確認

② 民間建築物における吹付けアスベストに関する調査について

③ アスベスト含有建材に関する基本的な対応方針と取り組み施策について

３．そ の 他

４．閉 会

（配付資料）

資料１ 委員名簿

資料２ 第１回アスベスト対策部会議事要旨（案 ））

資料３ 民間建築物における吹付けアスベストに関する調査結果について

資料４ アスベスト含有建材に関する基本的な対応方針(案)

資料５ 具体的な取り組み施策（案）

参考資料１ 他施設等の調査結果について

参考資料２ アスベスト対策の主な経緯

参考資料３ 住宅・建築物等におけるアスベスト関係事項

参考資料４ アスベスト問題に関する関係閣僚による会合（第 回）資料3



資 料 １

アスベスト対策部会委員名簿

村上周三 慶應義塾大学教授（委員） 部会長

久保哲夫 東京大学大学院教授部会長代理

櫻井敬子 学習院大学教授

矢野 龍 住友林業（株）取締役社長

青木宏之 （社）全国中小建築工事業団体連合会副会長（臨時委員）

坂本雄三 東京大学大学院教授

笹田己由 全国建設労働組合総連合住宅対策部長

藤本昌也 （株）現代計画研究所代表取締役

野城智也 東京大学教授

合場直人 三菱地所（株）ビル事業本部ビル管理部長（専門委員）

島田啓三 鹿島建設東京支店安全環境部担当部長

富田雅行 ニチアス㈱技術本部環境管理室長

名取雄司 中皮腫・じん肺・アスベストセンター所長

（医療法人社団ひらの亀戸ひまわり診療所）

野口貴文 東京大学助教授

野本孝三 東京都都市整備局市街地建築部長

本橋健司 （独）建築研究所材料研究グループ長

（敬称略）



資料３ 

 

民間建築物における吹付けアスベストに関する調査結果について 
（中間報告） 

平成 17 年 9 月 29 日 

住宅局 建築指導課 

 
国土交通省においては、平成 17 年 7 月 14 日に「民間建築物における吹付け

アスベストに関する調査について」を各地方公共団体に通知し、調査結果の報

告を依頼し、このたび中間報告を下記のとおり取りまとめました。 

なお、10 月下旬を目途に、平成元年までの吹付けロックウールを対象に追加

した調査結果を公表する予定としています。 

さらに、今回報告の無かった所有者等に対する再調査及びその後の改善状況

のフォローアップについて、地方公共団体に対し 12 月中旬を目途に再度報告を

求めることとしています。 

 

１．調査概要 

 

・ 調査対象：昭和 31 年～昭和 55 年までに施工された民間の建築物のうち

大規模（概ね 1,000 平方メートル以上）な建築物。 

・ 調査建材：吹付けアスベスト及びアスベスト含有吹付けロックウール 

・ 調査方法：地方公共団体から建築物所有者に報告を求めること等により

実施 

 

２．調査結果概要（中間報告） 

※９月２７日までの都道府県からの報告件数（都道府県別の集計結果は

別紙参照） 

 

・ 調査対象建築物数        ：１４２，９２９棟 

・ 所有者等からの報告数      ： ７６，７４７棟 

・ 露出した吹付けがある建築物数  ：  ６，８３８棟 

 

３．今後の対応 

 

本調査を受けて、当面以下の対応をとることとしています。 

・ 報告の無かった所有者等への再調査を地方公共団体に要請。 

・ 吹付けが露出している建築物の所有者等に対し、除去、封じ込め等の対

策の実施及び労働安全衛生法等の関係法令の遵守について地方公共団体

を通じ指導。 

・ 社会資本整備審議会建築分科会に設けたアスベスト対策部会（次回 10 月

12 日開催予定）において、今回の中間報告を踏まえた今後の調査及び対

策の方針について審議。 

 
 



既存建築物における吹付けアスベストに関する調査について（集計結果）

備　　考
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※１

北海道 5,931 2,600 287 20 267 82 185 0

青　森 1,313 1,038 142 19 123 0 7 116

岩　手 1,112 570 107 1 106 1 14 91

宮　城 2,446 1,395 175 0 175 35 40 100 　

秋　田 1,033 597 38 14 24 2 0 22

山　形 1,086 875 105 26 79 12 15 52

福　島 2,290 1,529 108 2 106 10 74 22

茨　城 3,609 2,580 237 1 236 15 6 215

栃　木 2,726 1,780 194 10 184 2 33 149

群　馬 2,512 2,128 267 53 214 30 127 57 　

埼　玉 5,833 2,572 172 29 143 49 22 72 　

千　葉 6,861 3,721 312 77 235 54 149 32 　

東　京 6,197 2,430 388 276 112 48 61 3 　

神奈川 5,200 5,200 347 103 244 66 64 114

新　潟 2,987 1,681 206 30 176 30 65 81

富　山 1,531 1,267 267 42 225 26 77 122  

石　川 1,803 1,304 222 23 199 43 80 76

福　井 1,566 976 153 2 151 3 148 0

山　梨 650 510 118 5 113 1 112 0

長　野 4,185 4,102 299 0 299 41 258 0 　

岐　阜 3,406 1,558 115 24 91 18 28 45

静　岡 2,816 1,868 164 1 163 7 108 48

愛　知 6,591 813 114 0 114 13 101 0 ※２

三　重 2,523 777 79 3 76 22 44 10

滋　賀 2,447 1,546 213 35 178 93 52 33 　

京　都 4,046 1,685 250 100 150 63 30 57 　

大　阪 10,366 5,988 642 0 642 9 633 0  

兵　庫 4,873 3,989 364 11 353 45 127 181

奈　良 1,348 672 115 0 115 24 91 0 　

和歌山 3,793 577 55 6 49 11 29 9

鳥　取 1,309 652 86 31 55 11 44 0

島　根 884 495 47 3 44 5 24 15

岡　山 3,241 1,845 113 6 107 26 43 38

広　島 5,248 858 79 13 66 17 10 39

山　口 2,608 1,316 94 0 94 20 74 0

徳　島 1,201 638 38 1 37 5 25 7

香　川 1,613 854 58 0 58 0 0 58

愛　媛 2,385 1,623 147 11 136 27 109 0

高　知 990 421 90 2 88 14 10 64 　

福　岡 8,606 4,601 464 31 433 69 52 312

佐　賀 1,119 625 40 3 37 9 16 12

長　崎 2,050 1,228 79 0 79 0 3 76 　

熊　本 2,636 404 63 9 54 11 43 0 　

大　分 1,969 1,113 93 7 86 1 22 63 　

宮　崎 1,215 802 70 11 59 30 29 0

鹿児島 1,474 845 66 4 62 22 6 34

沖　縄 1,301 99 1 0 1 0 1 0

合計 142,929 76,747 7,883 1,045 6,838 1,122 3,291 2,425
  

※１　「指導により対応済みの建築物の数」は原則として本調査により対応した数である。
※２　名古屋市分のみ計上。
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資料４

アスベスト含有建材に関する基本的な対応方針（案）

《基本方針１》吹付けアスベスト等に対する規制と実態把握

・建築物の通常の使用状況においてアスベスト繊維の飛散が懸念される吹

付けアスベスト及びアスベスト含有吹付けロックウール（以下「吹付け

アスベスト等」という ）については、建築基準法による規制（報告聴。

取、勧告・命令制度等の既存建築物に対する規定の適用）を検討する。

※新規使用については、すでに労働安全衛生法令により規制されており、同法に基づく石綿障害

予防規則で事業所における吹付けアスベストの除去等も規制されているが、建築行政において

も特定行政庁（建築主事等をおく地方公共団体）による法的な指導等を可能とさせるもの。

・現在の調査を継続し一定のとりまとめを行うとともに、関係機関と連携

し、調査環境（基本方針４）を整えた上で、小規模な建築物等も対象と

したより詳細な実態把握を行う。

《基本方針２》その他のアスベスト建材に関する調査・研究と対応

・その他のアスベスト含有建材（パーライト吹付け、ひる石吹付け、保温

材、成型品等）については、各種文献、製造者からの資料・情報収集、

飛散状況等に係る調査・研究を早急に実施し、その結果、建築物の通常

の使用状況における飛散防止対策が必要となった建材については、使用

実態の把握、建築基準法による対応等を進める。

《基本方針３》アスベスト建材の除去、解体時への対応及び支援

・建築基準法の改正による通常の使用時及び改築時等における除去等の規

制を検討する （再掲）。

・解体時における飛散防止対策について、関係法令遵守の徹底等を図る

・除去等の費用に対する支援を検討する。

《基本方針４》アスベスト対策の推進のための環境整備

・住宅所有者等の不安解消のため、住宅の室内空気中のアスベスト繊維濃

度の測定結果の表示の仕組みなどを整備をする。

・アスベスト含有建材の実態調査、除去等が適切に行われるよう、マニュ

アルの整備、相談・調査体制の整備、専門家・事業者の育成、技術開発

（評価手法・体制の整備等を含む）等を進める。
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資料５

具体的な取り組み施策（案）

１ 吹付けアスベスト等に関する規制と実態把握

取り組み（案） 具体的施策（案） ○：緊急的に実施 備考
●：中長期的に対応を検討

※建築基準法では、シックハウス対①建築物に露出して使用さ ○建築基準法において、露出して使用されている（空調経路などに露
策としてホルムアルデヒドを発散れている吹付けアスベス 出している場合を含む）吹付けアスベスト等について、封じ込め等
する建材の使用を制限し、また、ト等に対する建築基準法 により飛散防止措置が講じられていない場合は、使用禁止とする。
防蟻剤であるクロルピリホスの使による規制 新規の使用及び事業所の吹付け対策については、すでに労働安全衛
用を禁止している。生法法令で規制されているが、建築基準法に規定することで、既存

※労働安全衛生法令により、アスベ＜吹付けアスベスト等＞ 建築物全般について次の効果が生じることとなる。
スト含有建材は使用禁止になって・吹付けアスベストおよび
おり（ 、また、事業所についアスベスト含有の吹付け ＜報告聴取・立ち入り検査＞ H16）
ては吹きつけアスベストの処理がロックウールとする。 ・吹付けアスベスト等の使用状況、劣化状況等に関し、特定行政庁
義務づけられている（ )。・パーライト吹付け、ひる （建築主事を置く地方公共団体）が報告聴取及び必要に応じた立 H17

※建築行政上はこれまでアスベスト石吹付けについては、飛 ち入り検査を行う強制力をもつこと。
対策は法的根拠のない任意の行政散状況等を調査・研究し ＜勧告・命令＞
指導で対応してきている。たのち、必要に応じ、吹 ・露出して吹付けアスベスト等が使用されている建築物において、

※所有者には適法な状態に維持する付けアスベスト等と同様 劣化がみられる場合等において、飛散防止措置について特定行政
責務が生じる。に扱う。 庁が勧告、是正命令等を行うができるようになること。

※定期報告対象（多数者利用建築物＜定期調査報告と閲覧＞
等）とするには地方公共団体の指・定期調査報告制度により、多数者利用建築物等については吹付け
定拡充が必要。アスベスト等の措置状況について報告を求め、その情報を一般に

※増改築部分以外は勧告・命令で対閲覧可能とすること。
応。＜改築時における除去等＞

・既存建築物の改築等を行う際に、改築部分に使用されている吹付
けアスベスト等の除去等が義務化されること。
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※事業所に対する指導権限をもつ労②吹付けアスベスト等の使 ○現在の概要調査を継続し一定のとりまとめを行うとともに、関係機
働基準部局や各種施設に指導権限用実態の把握の推進 関と連携し 詳細な吹付けアスベスト等の実態調査の準備を進める、 。

、 、を有する省庁 関係機関と連携し

建築基準法改正による報告聴取も○吹付けアスベスト等の使用建築物部分、用途等の精査を行う。
。想定した調査実施を検討

○室内に面して露出していないが、空調経路等に露出し飛散の可能性
のある建築物について、空調システムや建築時期等から対象を特定
した上で調査を行う。

○小規模な建築物（１０００㎡未満）を対象として、地方公共団体の
事務処理能力（建築行政部局の体制）や所有者等の費用負担にも配
慮し、相談体制等、調査環境を整備した上で調査を行う。

※基準法で規制した場合、定期報告○将来の解体等に備え、囲い込み等を措置した吹付けアスベスト等に
制度の対象建築物となる。ついても、定期調査報告制度等において調査、把握を進める。

○吹付けアスベスト等の実態調査の結果については、調査を実施した
地方公共団体、所有者等の双方で適切に情報を管理し、今後の適切
な維持管理、除去、解体時の対応等が行われるようにする （台帳。
の整備（後掲 ））

２ その他のアスベスト含有建材に関する調査・研究と対応

取り組み（案） 具体的施策（案） ○：緊急的に実施 備考
●：中長期的に対応を検討

※室内濃度について、健康影響の観①資料収集及び基礎的な調 ○室内空気中のアスベスト繊維の濃度 アスベスト含有建材の飛散性、 、
点からの優先度を判断する一定の査・研究の実施 含有量等に関し、各種文献、製造者等から資料を収集する。
指標の設定が課題。

※住団連において、成形品を使用す○関係機関と連携し、建築物に使用されている異なるアスベスト含有
る住宅の解体の際の空気中のアス建材（パーライト吹付け、保温材、成型品等で比較）ごとに、通常
ベスト濃度の測定を実施。時、解体時、リフォーム時におけるアスベスト繊維の飛散状況等の

測定等の調査・研究を行う。
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※学校等では平成８年までの建築物②飛散防止対策が必要とな ○基礎的な調査、研究の結果、飛散防止対策が必要となった建材につ
を対象に吹付けパーライトの調査った建材に関する、建築 いては、追加の調査等を行い、使用実態を把握する。この場合、分
を実施中物における使用実態の把 析機関の能力等を踏まえ、不特定多数者が利用する建築物、規模の

大きい建築物など、緊急性の高いものから順次実施する。握

※昭和６３年に日本建築センターに○建築物における使用実態の把握及び飛散防止対策が適切に行われる
おいて「既存建築物の吹付けアスよう、マニュアルを整備する。
ベスト粉じん飛散防止処理技術指

針・同解説」を作成しているが、

吹付けアスベストを対象としたマ

ニュアルとなっている。

、③飛散防止対策が必要とな ●基礎的な調査、研究の結果、飛散防止対策が必要となった建材につ ※政令で追加することができるよう

あらかじめ規定。った建材に関する、建築 いては、建築基準法等における対応について検討を行う。
基準法等による対策の検
討

３ アスベストの建材の通常時、解体時への対応及び支援

取り組み（案） 具体的施策（案） ○：緊急的に実施 備考
●：中長期的に対応を検討

※労働基準部局の事業所指導等と連①通常使用時の飛散防止対 ○建築基準法の規制による勧告・命令等 （再掲）。
携して対応策の推進

○建築基準法の規制による改築時等の改築部分への除去等の対策の措②改築時等の飛散防止対策
置の義務づけ （再掲）の推進 。

○改築工事（解体工事として）を規制している他法令の遵守の徹底。

※大気汚染防止法では、届け出対象②解体時の飛散防止対策の ○解体工事については、他法令（労働安全衛生法令、大気汚染防止法
工事である 「吹付けアスベスト等推進 令）で工法、届け出手続き等が規定されており、現在その見直しが 、

が 平方メートル以上施工された検討されている。これらの動きと連携し、法令遵守の徹底を図る。 50
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平方メートル以上の建築物」に500
ついて、規模の見直し、吹付け以○相談体制を整備するとともに、マニュアル、パンフレット等を活用
外の含有建材を含む建築物の解体し、適切な解体が行われるよう普及啓発を図る。
について、規制対象とすること等

の検討がされている。

※他省庁、地方公共団体の支援措置③アスベスト建材の除去等 ○住宅に使用されたアスベスト建材の除去等について、地域住宅交付
等との連携への支援 金など既存の制度の活用について検討を行う。

○住宅金融公庫融資制度（リフォーム融資）を活用する。

○住宅以外の建築物について融資や、不特定多数の者が利用する民間
建築物に対する補助を検討する。

４ アスベスト対策の推進のための環境整備に関する取り組み

取り組み（案） 具体的施策（案） ○：緊急的に実施 備考
●：中長期的に対応を検討

※住宅性能表示制度では、シックハ①住宅性能表示制度の整備 ○住宅性能表示制度において、室内空気中のアスベスト繊維の濃度の
ウス対策として、化学物質の室内測定を行い、その結果を表示する仕組みを整備する。
濃度測定結果や建材の使用状況に

ついて表示を実施中○住宅性能表示制度において、吹付けアスベスト等の使用状況を表示
する仕組みを整備する。

※類似のものとして「シックハウス②相談・調査体制の整備 ○所有者等からの問い合わせに適切に対応できるよう 「アスベスト、
相談対応マニュアル」相談マニュアル」を作成し、全国の地方公共団体、保健所、消費生

※小規模なものを含むと、吹付けア活センター、建築住宅センター、関係機関等に配布し、相談体制の
200整備を図る。 スベスト等について、推定約

万棟（平成元年頃までの木造等を

除く民間の非住宅建築物及び共同○相談に対応する職員等に対する研修を行う。
住宅数（暫定推計 ）が、調査対象）

になり、ｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞの方法や調査体○関係機関の連携による調査体制の整備について検討する。
制確保が課題。
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※調査のために課税台帳等を用いて③台帳の整備等 ○アスベストの実態調査の結果については、調査を実施した地方公共
いる地方公共団体の例がある。団体、所有者等の双方で適切に情報を管理し、今後の適切な維持管

、 、理、除去、解体時の対応等が行われるよう、台帳の整備を進める。 ※既存建築物の台帳は 耐震対策等

既存建築物の安全確保一般におい

て重要。

※住団連において、広報、低層住宅④専門家・事業者の育成 ○建築士等に対して、アスベストの調査方法、除去方法等に関する講
石綿取扱ガイドの配布、解体業務習会や研修会を実施する。
従事者向けの特別教育実施の支援

（ 教材、講師養成）を実○住宅生産者に対して、労働安全衛生法令等を周知するとともに、必 CD-ROM
施中要な支援を行い、法令順守の徹底を図る。

※技術評価制度の検討（耐火性能の⑤技術開発の推進 ●アスベストの除去等について技術開発を促進するとともに、その評
確保も必要）価手法の確立について検討する。

○パンフレットの作成、地方公共団体の広報の活用等を通じて、所有⑥建築物の所有者等に対す
者等に普及啓発を行い、適切な吹付けアスベスト等の除去や、適切る普及啓発の実施
な解体等が行われるようにする。

○所有者等が自ら建築物に使用されている吹付けアスベスト等につい
て調査・点検を行うことができるよう、パンフレット、簡易調査マ
ニュアル等を整備する。

○建築物の耐震化の促進を図るための施策を展開する。⑦地震発生後の飛散防止対
策を実施

●地震発生後に行う応急危険度判定おいて、地震により倒壊した建築
物の適切な解体等が行われるよう、アスベストの飛散危険性の判定
を併せて実施することについて検討を行う。
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(参考)

アスベスト含有建材の種類と対応方針(案)

アスベスト含有建材 対応方針(案) 備考

○吹付け材 ○ 吹 付 け ア 吹 付 け ア 建築基準法によ 除去等

スベスト ス ベ ス ト る規制（既存建 の費用

等 築物対策）の検 に対す※鉄骨造の建 （S50に禁止）

討、調査の環境 る支援築物の耐火

○アスベス 整備等を行っ上 につい被 覆 、 R C

ト含有吹 で詳細な調査等 て検討造の建築物

付けロッ を実施の防音・吸

クウール マニュ音、断熱・

アル、結露防止な （乾式はS55

相談体どに使用。 まで、湿式は

制の整H元までに使

備、専（パーライ 用中止、Ｈ７

門家、ト等は耐火 に禁止）

事業者被覆には用

いられてい 文科省で○ ア ス ベ ス の育成、

ない ） は実態調。 ト含有パ その他の 資料収集、濃度 技術開

査中。含ーライト ア ス ベ ス 測定をはじめ、 発等の

有の有無・ひる石 ト 含 有 建 調査・研究を行 推進

の分析等等吹付け 材 った上で必要に

（H7に禁止） が必要。応じた対策を優

先順位をつけて 解体時

解体工事実施。 におけ

では成型○保温材等 る飛散

品等と区防止対

※ボイラー、配管等の断熱、 別して処策につ

保温等に使用。マット状の 理するこいて関

。石綿含有材料で包むように とが規定係法令

（ ）するなどして使用。 労安法の遵守

の徹底

○成型品

※ボード、スレートなど板状

の製品に混入したもの。



























参考資料２
アスベスト対策の主な経緯

住宅局の取り組み 官庁営繕部、厚生労働省、文部科学省 海外の動き労働安全衛生法（労安法）等
等の取り組み（建物調査等）他省庁・他部局の動き

建築基準法 その他の取り組み

昭和 年 ○労安法：特定化学物質等障害予防規則（特 ・官庁営繕部庁舎仕上げ標準（暫定修 ・ＩＬＯ、ＷＨＯ；アスベスト46
年 化則）が制定 正案）により、石綿吹きつけを取り に発がん性があることが認め（ ）1971

（ （ ）・発散防止設備設置、作業環境測定等が規制 やめ（昭和 年） られた 昭和 年 年48 47 1972
頃）

昭和 年 ○特化則の改正：原則吹きつけ禁止( )50 S50
）（ ）1975年 （※５％を超える石綿含有建材を規制

昭和 年 ○業界自主規制：乾式吹きつけの使用中止 ○乾式吹付け材に関し、耐火性能を満た55
年 す認定仕様の変更（アスベスト混入を（ ）1980

中止（業界自主規制に対応 ） ・ＩＬＯ：石綿条約採択（昭和）
昭和 年 ○業界自主規制：青石綿の使用中止 ○鉄骨の柱やはりに用いる吹付けアスベ ・都道府県に対して建築物における吹き付けア ・文部省：国立、公立学校における吹 年（ 年 （青石綿の62 61 1986 ））

年 ストを建築基準法の耐火構造の規定か スベストの実態調査及び指導を要請 昭和 付けアスベストの調査（昭和 年） 原則使用禁止等 （※日本は（ ） （ ）1987 63 62
ら削除（昭和 年） 年） ・環境庁、厚生省、労働省が地方局等 平成 年 月に批准。内容62 17 8

平成元年 ○大気汚染防止法：敷地境界基準設定 ( ) ※ アスベストの規制をではなく、耐 ・吹付けアスベストから粉じん飛散防止のため に宛石綿の取扱の方針等を通知（昭 的には批准前に対応済み ）H1 。
年 ・空気１㍑あたり繊維 本 火性能を満たす仕様としての例示を （財）日本建築センターの協力を得て技術指 和 年から 年 （※建築物内の濃 ・ＷＨＯ； 世界の都市部の（ ） ） 「1989 10 61 62

○業界自主規制：湿式吹きつけの使用中止 削除したもの。 針を策定し講習会を通じて普及啓発 昭和 度は、一般的に一般環境大気中濃度 石綿濃度は 本～ 本 ㍑で（ 63 1 10 /
年） とほぼ同程度であり、一般居住者に あるが危険は低いと思われ

平成３年 ○廃棄物処理法：廃吹きつけ石綿が特別管理 ・公共住宅の吹付けアスベスト対策徹底を通知 対するリスクは極めて小さく、直ち る」と発表（ 年）1986
年 産業廃棄物に指定 ( ) （昭和 年） に問題となるレベルではないこと、（ ）1991 H4 63

・運搬、管理、埋立に特別な規制 飛散の可能性の高い劣化した吹付け ・米ＥＰＡ（環境省 ： 年） 1997
材等の対策を優先すべきこと等を通 までに段階的にほとんどの石

平成 年 ○労安法；青石綿、茶石綿（有害性の高い石 知 ） 綿含有製品の製造使用等禁止7 。
年 綿 を含有する製品の製造 使用等禁止( ) ・建設省所管予算の対象施設のうち対 規制が導入( 年)（ ） ） 、1995 H7 1989

策が必要な施設についてアスベスト ・米連邦高裁：ＥＰＡ規制を無
粉じん濃度等の調査の実施（昭和 効と判決（ 年 。63 1991 ））

平成 年 ○特定化学物質の環境への排出量の把握等及 年） ・米ＥＰＡ：対象品目を限って12
年) び管理の改善の促進に関する法律 化管法 改めて規制（ 年 。（ （ ） ））2000 1992

・原則 ％以上石綿含有製品の譲渡・提 ・ＥＵ（平成 年（ 年）0.1 5 1993
、 、供時にデータシートの提供義務( ) おいて青石綿 茶石綿の製造MSDS

輸入、使用等の禁止
平成 年 ○労安法：白石綿など有害性の低い石綿の含 ○石綿スレート等を建築基準法の耐火構 ・米ＥＰＡ：規制の明確化文書16

年 有量 超の一定の製品（建材等）の製造 造の例示から削除（ )） を公表（ 年 ）（ ） ）2004 1% H16 1999
等の禁止 ※耐火性能があれば、基準法上は認定 ・吹きつけ（ 超含有 、一1% ）

で使用可だが労安法により使用禁止 部の含有製品の禁止。
平成 年 ○労安法：特化則から分離し石綿障害予防規 ・解体工事等について（社）住宅生産団体連合 ・ＥＵ：アスベストを 年17 2005

年 則（石綿則）施行（７月） ○社会資本整備審議会にアスベスト対策 会において「低層住宅石綿取扱ガイド」を作 までに原則全面禁止を決定（ ）2005
・吹きつけ石綿のある事業所については、 部会を設置し、建築基準法令によるア 成（６月） （ 年）1999

封じ込め等の措置を事業者に義務づけ スベスト建材の規制のあり方等につい ・都道府県に対し民間建築物（昭和 年築ま55
て検討を開始（ ． 月） で）及び公共住宅における吹付けアスベストH17 9

○化管法； 制度であいまいに運用され の実態調査、指導を要請（ 中間報告）MSDS 9/29
ていた ％規制について徹底を検討。 ○基準法による規制、品確法による表示 ・解体工事等における適切な取り扱いを関係団0.1

等の制度改正の方向、今後の調査方針 体を通じ指導徹底を要請（７月）
等を検討 第 回ア スベスト部会 ・従業員等における適切な健康被害防止対策を（ ）。2

関係団体を通じ指導徹底を要請（７月） ・学校施設、病院、社会福祉施設、そ
・民間建築物における実態調査について追加調 の他公共建築物において吹付けアス

査（平成元年築までの吹きつけ）を実施（ ベスト使用実態調査の実施（７、８10
月下旬報告予定 、その後も調査を継続。 月（中間締切９月、１１月までに調）

・建設業におけるアスベスト被害の実態把握を 査結果を公表 ））
関係団体に依頼（８月） （※文部科学省、厚生労働省は、平成

平成 年 ○労安法：アスベスト含有製品の製造、使用 ・ 社）住団連 （財）建築センターにおいて ８年築までの吹きつけ等を対象に調20 （ 、
年 等全面禁止予定 通常時、解体時等の測定調査等実施予定 査 ）（ ） 。）2008



参考資料３ 

住宅・建築物等におけるアスベスト関係事項 

 
 非住宅（事務所・工場） 住宅 工場、解体工事現場等の周辺 環境大気中 

建材の輸入 

・ 

製造段階 

【労働安全衛生法第５５条・同施行令第１６条・厚労省】 
・ 原則、輸入、製造等の禁止。 
・ 石綿含有建材（吹付け、成型品）は１％以下に規制。（意図的には混入していない。） 

【労働安全衛生法・告示Ｓ63 第 79 号作業環境評価基準・厚労省】 

・ 作業環境の管理濃度１５０本／L ※L：リットル 

【大気汚染防止法第１８条の５・施行規則第１６条の２】

・ 特定粉じん発生施設（929 施設（Ｈ１５））は敷地境

界で１０本／L 以内に規制。   

 

建材の取引段階 【特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律第１４条・経産省】 
・ 石綿は特定第１種指定化学物質に位置づけられ、含有質量 0.1%以上である製品は、取引に際し、製品安全データーシート（ＭＳＤＳ）の作成提供等が義務づけ。 
・ （※0.1%の検出方法が明確でないため、ＪＩＳに検出方法を定め、運用を徹底することが検討中。） 

【労働安全衛生法第５５条・同施行令第１６条・厚労省】 
・ アスベスト含有建材は使用等が禁止。 

建材の使用 

・ 

建築段階 

 

【建築基準法改正（案）】 
○ アスベスト含有建材の規制の導入を検討 
・ 吹付けアスベスト等を規制する（労働安全衛生法令で新規使用は規制されており、新規使用段階での規制効果は無いが、規制

対象とすることで、既存建築物についての劣化した場合等の勧告・命令、報告聴取等の法的根拠となる。建材の規制範囲は、
飛散危険性等の調査研究を踏まえ検討。）。 

・ 大気汚染防止法では現在は、建築現場は規制していな

い。（新たに含有建材が使用されることは無い）。 

― 【住宅の品質確保の促進に関する法律（政令、告示改正】
・ 居室の濃度測定結果、含有建材の有無等の表示を検討

－ 住宅・建築物の 

取引段階等 
【宅建業法・国交省（総合政策局）】 
・業界団体に対し不動産購入者への適切な情報提供等について指導。 

－ 

【労働安全衛生法・石綿障害予防規則第１０条】 
・ 事業者は、その労働者を就業させる建築物に吹付けられた石綿が

損傷、劣化等により粉じんを発散させ、労働者がばく露するおそ
れがあるときは、除去、封じ込め、囲い込み等の措置が必要。成
型品は規制されていない。 

【建築物における衛生的環境の確保に関する法律（ﾋﾞﾙ管法）・厚労省】
・ 石綿関係の規定は現時点では無い。 

○労働安全衛生法では住宅は適用外 
 
○吹付けアスベスト等については、所有者等における除

去、封じ込め等の措置をこれまで任意の行政指導。成型
品については、これまで通常使用時の危険性の知見が無
い。 

 

 

維持管理段階 

 

【建築基準法改正（案）】 
・ 吹付けアスベスト等を規制対象とすることで、既存建築物について、劣化して飛散するおそれがある場合等の勧告・命令、報

告聴取、定期報告・閲覧制度等の法的根拠とすることを検討。 

 

 

－ 

【労働安全衛生法・石綿則第７条】 
・ 増改築により解体する場合は、解体時の規制が適用。 

（※解体する場合は解体工事として規制）  

増改築段階 

 
【建築基準法改正（案）】 
・ 新規規制をすることで、増改築時に当該部分の吹付けアスベスト等の除去等が義務付け。 

 

【労働安全衛生法・石綿則第７条】 
・ 労基署に届出。吹付け、保温材、成型品等に応じ、隔離等の措置、湿潤化等の工法が求められる。 

  

除却・解体段階 【建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第９条、施行令第２条、施行規則第２条・国交省（総政局）】 
・ ８０㎡以上の解体工事等について、都道府県知事に届出。吹付け石綿等の調査を行い、事前に除去等を義務づけ。 
【大気汚染防止法第１８条の１４・同規則第１６条の４】 
・ 特定粉じん排出等作業（解体、改造又は補修）（※延床面積５００㎡以上の建築物で吹付け石綿が５０㎡以上のもの）は、都道府県知事に届出。大気汚染の防止の観点から、隔離、集じ

ん装置設置、湿潤化等が求められる。 
・ 吹付け以外の建築物の解体への適用、延べ床面積要件の撤廃等が検討中 
・ 現在、解体現場について、サンプル調査として、濃度測定調査の実施を検討中。 

＜石綿に関する行動計画＞（社）日建連、（社）住団連などにおいて解体作業等に関する法令遵守の行動計画作成 

 
○建築行政における解体工事への対応については、他の 3 法令で届出等を課している状況を踏まえ、それら法令の遵守の徹底方策について検討。 

【労働安全衛生法】【大気汚染防止法】 倒壊時は規制なし。（被災後の解体、がれき処理時は解体の規定が適用か。） ― （地震時の倒壊等） 

○アスベストに係る地震時の応急危険度判定活動における対応の検討 

 

廃材処理段階 

 

【廃棄物の処理及び清掃に関する法律第１２条、第１２条の２】 
・ 飛散性アスベスト→特別管理産業廃棄物（収集運搬、保管、埋立処分の基準（管理型）） 
・ 非飛散性アスベスト及び中間処理（溶融）された飛散性アスベスト→産業廃棄物→埋立（管理型・安定型）（※非飛散性アス

ベスト廃棄物の取り扱いに関する技術指針が策定済み。） 

 

― 

 

 

 

 

 

 

 

環 境 大 気 中

の 石 綿 モ ニ

タ リ ン グ 結

果 

（Ｈ７） 

 

石 綿 製 品 製

造 事 業 所 等

散在地域 

0.29 本／Ｌ

 

道路沿線 

0.42 本／Ｌ

 

住 宅 、 商 工

業、農業地域

0.23 本／Ｌ

 

全体平均 

0.34 本／Ｌ

 

 

 

 

【環境省】 

阪神・淡路大

震 災 後 の 能

動測定 

解 体 現 場 周

辺で最大 

19.9 本／L 

※参照条項は主なもの。 
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参考資料４

アスベスト問題に関する関係閣僚による会合（第３回）資料

アスベスト問題への当面の対応（案）

平 成 １ ７ 年 ７ 月 ２ ９ 日

平 成 １ ７ 年 ８ 月 ２ ６ 日 改 訂

平 成 １ ７ 年 ９ 月 ２ ９ 日 再 改 訂

アスベスト問題に関する関係閣僚による会合

１．対応策

（１）今後の被害を拡大しないための対応

○建築物等の解体時等の飛散予防の徹底（厚生労働省、国土交通省、

環境省）

建築物等の解体現場、解体後の廃棄物（廃アスベスト（石

綿））等について、アスベストの飛散を予防するための措置の

徹底を図る。

ア．建築物等の解体現場等における措置

・建築物の解体作業等におけるアスベストばく露防止措置、

大気環境への飛散防止措置を徹底する。（７月１２日及び

１５日、都道府県労働局、関係業界等に通知）

・大気環境への飛散防止措置の対象となる解体・補修作業の

規模要件等を撤廃する。（９月１３日に検討会を発足、来

年２月までに関係規定を改正）

・建築物の解体現場に対する重点的な監督指導等を実施す

る。（重点指導月間８～１０月）

・建築物解体におけるアスベストばく露防止のための特別教

育を実施する。（建設業労働災害防止協会において実施。

年間５万人受講予定（平成１７年））

・アスベストばく露防止対策に関する相談窓口を設置する。
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（７月８日、建設業労働災害防止協会に設置）

・水道用石綿セメント管の撤去作業等における関係法令の遵

守の徹底を依頼した。（８月８日、都道府県、関係業者に

通知）

・併せて、建設業、造船業等における関係法令の遵守を徹底

する。（７月１４日以降、順次関係業界等に通知）

・都道府県を通じて、解体工事等を行う者へアスベストの取

扱いについて注意喚起を行う。（７月１４日、都道府県に

通知）

・建材、建築物のメーカー団体に対し、アスベストを含有す

る建材等の情報の公開・提供を行うよう要請した。（８月

１２日、都道府県労働局、関係業界団体等に通知）

・都道府県に対して、労働局と合同で解体等現場への立入検

査を実施するなど指導の徹底を依頼した。（８月１日、都

道府県に通知）

・都道府県等を通じて、解体工事等におけるアスベスト飛散

防止対策の徹底及び実施内容の掲示について指導する。

（８月９日、都道府県、業界団体等に通知）

イ．解体後の廃棄物（廃アスベスト）等に対する措置

・廃アスベスト等の適正処理の徹底を指示する。（７月１２

日、都道府県等に通知）

・廃アスベスト等の直近の排出量調査を実施する。（７月

２５日、調査を開始。１０月末までに調査結果公表）

・産業廃棄物処理業者に対し、規制の周知徹底、作業従事者

の安全確保徹底について注意を喚起する。（７月２８日、

業界団体等に通知）

・廃アスベスト等の適正処理を確保するため、関係する産業

廃棄物処理業者に対する立入検査の強化、不適正処理事例

への迅速な対策を指示する。（７月２８日、都道府県等に

通知）

・解体作業によるアスベスト廃棄物の発生情報が、廃棄物処

理業者に確実に伝達されるよう、産業廃棄物処理委託契約

書及び産業廃棄物管理票にアスベスト廃棄物である旨を記

載するよう指示する。（８月２２日に、都道府県等に通
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知）

・併せて、建設業等における関係法令の遵守を徹底する。

（７月１４日以降、順次関係業界に通知）

・「循環型社会形成推進交付金」を活用して、アスベストを

含有する家庭用品の溶融処理など安全かつ高度な処理施設

を整備する。

・アスベストを含有する家庭用品等のより適正な処理方法や

処理システムのあり方について、早急に検討する。

ウ．製造工場等における措置

・製造工場等におけるアスベストばく露防止措置、大気環境

への飛散防止措置を徹底する。（７月１２日及び１５日、

都道府県、都道府県労働局、関係業界等に通知）

・製造工場等１２４事業場に対してアスベストばく露防止措

置の徹底を図るため、監督指導等を実施した。（９月１４

日公表）

なお、重大又は悪質な法違反が認められた場合は、厳正

に対処する。

・大気汚染防止法の規制対象事業所の名称及び場所について

集計・公表する。（８月２６日公表）

・アスベストばく露防止対策に関する相談窓口を設置する。

（７月８日、中央労働災害防止協会に設置）

エ．既存建築物等における措置

・建築物におけるアスベスト対策を早急に取りまとめるた

め、社会資本整備審議会にアスベスト対策部会を設置し、

建築基準法令によるアスベスト建材の規制のあり方など

について早期に検討する。（９月５日に第１回開催）

・公共施設におけるアスベスト使用の状況把握に努めつつ、

道路関係施設におけるアスベスト対策のあり方などについ

て有識者委員会を設置し、早期に検討する。（８月２９日

に第１回、９月２２日に第２回を開催）

・不特定多数の者が利用する既存の民間建築物のアスベスト

対策に関する支援を検討。
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オ．建設業における行動計画の作成

・関係する１１の団体が作成した多数の講習会を実施する等

の具体的な行動計画に従い、解体工事等における関係法令

の遵守を徹底させる。（８月１日通知、９月９日提出、行

動計画の概要を９月２９日公表）

カ．アスベストの適正処理費用

・アスベストが適正に処理されるためには関係法令を遵守し

た計画に基づき正しく見積りが行われる必要があるためア

スベストの処理費用に関する情報の収集、提供を行う。

（８月２６日公表、８月３１日関係省庁及び関係団体に通

知）

○製造・新規使用等の早期の全面禁止（厚生労働省、経済産業省）

既にアスベストの製造等を原則として禁止しているところで

あるが、例外的に用いられているアスベスト含有製品につい

て、遅くとも平成２０年までに全面禁止を達成するため代替化

を促進するとともに、全面禁止の前倒しも含め、さらに早期の

代替化を検討する。

・７月２１日、「石綿の代替化に関する緊急会議」を開催

し、関係２０団体に代替化の促進を要請した。

・７月２６日、在庫品の販売を直ちに禁止するよう業界団体

に対し要請した。

・７月２９日、アスベスト含有製品の適正な表示及び文書交

付の徹底を改めて業界団体に対し要請した。

・代替化の促進のための検討会を発足させ、早期全面禁止の

実施に向けた対策を早急に確立するとともに、所要の代替

化促進策を検討する。（８月２５日及び２６日、検討会を

発足、９月２６日及び２７日に第２回を開催）

・８月４日、アスベストの代替化の推進により影響を受ける

中小企業者に対して状況に応じて事業転換等の支援に適切

に対応するため、政府系三金融機関及び信用保証協会にお
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いて相談体制を整備した。

・９月１２日、アスベストを含有する家庭用品の製造実態等

に関する調査結果に基づき、アスベストを含有する家庭用

品の製造等を現在も行っている企業に対し、遅くとも１０

月末までに代替化を行うよう、関係団体を通じて要請し

た。

・９月２０日、石綿を含有する部品を使用する自転車及び自

転車用ブレーキについて輸入販売の実態調査の結果を公表

した。

・９月２０日、石綿を含有する建材、摩擦材、接着剤の製

造、輸入等の禁止について関係団体を改めて指導するとと

もに、在庫品の譲渡等も直ちに停止するよう改めて要請し

た。

・９月２０日、製造等が禁止されていない石綿を含有する製

品について、関係団体に対し代替化を行い無石綿の製品と

するよう要請した。

・９月２７日、労働安全衛生法で輸入が禁止されているアス

ベスト含有製品を部品として用いた製品について、輸入規

制に万全を期すため、輸入貿易管理令に基づく輸入公表を

改正し、即日施行した。

○学校等におけるアスベストばく露防止対策（文部科学省、消防庁、

防衛庁）

ア．学校等における対策（文部科学省）

・学校施設等に吹き付けられたアスベストの適切な維持管理

と飛散予防について、教職員及び児童生徒等に周知徹底し

た。（７月２９日、都道府県教育委員会等に通知）

・学校で使用されているアスベスト含有製品（アルコールラ

ンプ使用時に用いるアスベスト付き金網、学校給食調理時

に使用する耐熱手袋、その他実験機器等）を、アスベスト

を含有しない製品に代替するよう努める旨を周知した。

（８月５日、都道府県教育委員会等に通知）
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イ．消防隊員に関する対策（消防庁）

・アスベストを使用している建築物において消防活動を行う

場合の消防隊員のアスベストばく露防止のため、防塵マス

ク等の着用等を徹底する。（７月２７日、都道府県に通

知）

ウ．自衛隊員に関する対策（防衛庁）

・建築物について調査の結果、吹付けアスベストの使用が確

認された２棟は、今年度中に除去等を行う予定。また、ア

スベスト含有の可能性がある吹付け材を使用している建物

３２０棟は、速やかに分析調査を実施し、その結果を踏ま

えて対応する。（９月２９日に調査結果公表）

・装備品については、一部の艦船内には、表面に塗装を施し

て飛散防止措置が講じられた吹付けアスベスト等が確認さ

れており、その安全性について速やかに調査を実施し、除

去等の処置を検討する。また、航空機、艦船、車両等の制

動部分やエンジン、蒸気管等に摩擦材、シール材及び断熱

材等としてアスベスト含有部品等が使用されているため、

引き続き代替化を図る。（９月２９日に調査結果公表）

（２）国民の有する不安への対応

○国民への積極的な情報提供（総務省、厚生労働省、経済産業省、国

土交通省、環境省）

ア．アスベストによる健康被害の状況把握について、労災認定

に係る個別事業場名の情報開示、製造・使用企業別に実施さ

れた調査（アスベスト既製造企業、造船等運輸関連企業、建

設業）の結果公表を通じて、積極的な情報提供に努める。

（別紙１「アスベストによる健康被害に関する実態把握につ

いて（概要）」参照）
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イ．建築物の解体等の作業に当たって、アスベストばく露防止

対策等の実施内容を周辺住民の不安解消に資するよう作業現

場の見やすい場所に掲示するよう指導した。（８月２日、都

道府県労働局、関係業界団体等に通知）

ウ．石綿対策が適切に実施されていることを示す作業現場に掲

げる分かりやすいパネルを作成するとともに、掲示及びパネ

ルについての周知用リーフレットを９月６日に作成した。

（建設業労働災害防止協会において実施。）

エ．アスベストを含有する家庭用品の製造実態等について調査

を実施し、９月１２日に公表した。調査結果に基づき、同

日、アスベストを含有する家庭用品の製造等を現在でも行っ

ている企業又は過去に行っていた企業及び関係団体に対し、

消費者の視点に立った十分な情報提供及び相談体制の整備等

の対応を要請した。

また、アスベストを含有する家庭用品を一般廃棄物として

処理する際には、当面、住民に他の物と区別して排出しても

らい、できるだけ破砕しないなどアスベストの飛散防止を図

るよう、市町村に対し周知した。（９月１３日、都道府県に

通知）

オ．不動産業関係団体を通じて、不動産業者に対し、購入者等

への情報提供に努めるよう指導した。（９月２９日、関係業

界団体等に通知）

○労働者、退職者、家族、周辺住民を対象とした健康相談窓口の開設

等（厚生労働省、環境省）

ア．健康相談窓口の設置等（厚生労働省、環境省）

・７月８日、保健所、産業保健推進センター、労災病院等に

労働者等に対する健康相談窓口を開設した。

・７月１２日、保健所において環境経由の健康被害の相談も

受け付けるよう通知した。
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・７月１５日、保健所に対して、健康相談の参考となるＱ＆

Ａを作成し送付した。

・医療関係者や産業保健関係者が相談対応する際に参考とな

る専門的なＱ＆Ａを８月３１日に作成した。なお、今後、

必要に応じ適宜、追加･修正を行う。

イ．アスベストによる健康被害を発生させている事業場の離職

者を含む労働者や周辺住民の不安解消のため、専門家による

臨時の相談窓口を各地に開設する。（８月２２日に兵庫（尼

崎）で開設。以降９月２２日までに、大阪、神奈川、岐阜、

岡山、佐賀、奈良、香川、埼玉、広島で順次開設。）

ウ．アスベスト関連疾患の診断・治療の中核となる医療機関と

して、診断・治療の体制が整備された２２の労災病院に「ア

スベスト疾患センター」を設置し、アスベスト関連疾患に係

る健康相談、診断・治療、症例の収集及び他の医療機関に対

する支援を行う。（９月１日設置）

エ．専門家チームにより、リスク評価に基づく健診対象やアス

ベストばく露者に対する健康管理の方法の検討を行う。（８

月４日に第１回、８月１９日に第２回、８月３１日に第３

回、９月２８日に第４回を開催。早急に結論を得る。）

○国民の一般的不安・疑問に応えるためのＱ＆Ａの作成・公表（文部

科学省、厚生労働省、国土交通省、環境省等）

・７月２９日、Ｑ＆Ａを関係省庁ホームページに掲載した。
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（３）過去の被害に対する対応

○労災補償制度等の周知徹底等（厚生労働省､国土交通省､消防庁等）

ア．アスベスト関連事業場で働いていた人への対応（厚生労働省）

・健康診断の受診を広く呼びかけるとともに、アスベストに

よる疾病に関する「労災補償」及び「健康管理手帳」の周

知徹底を図る。（７月１５日、都道府県、関係業界等に通

知。９月１５日に労災補償に関するリーフレットの関係機

関等への配布要請を、また、９月２６日に健康診断及び健

康管理手帳に関するパンフレットを作成し、関係機関等へ

の配布要請を行った。）

・厚生労働省の通知を受け、国土交通省等から関係業界等に

対し労災補償制度、健康管理手帳制度等の周知を実施す

る。（７月２２日以降、順次関係業界等に通知）

・アスベストによる疾病の労災請求についてはアスベストば

く露等の事実確認が困難な場合があることから、事実認定

に係る事務処理の具体的な方法を指示し、事務処理の迅速

化、適正化を図る。（７月２７日、都道府県労働局に通知）

・健康管理手帳の要件等アスベスト作業従事者の健康管理の

在り方について、８月に立ち上げた研究班において調査研

究を実施し、その結果を踏まえて健康管理手帳制度等の見

直しを検討する。

イ．船員であった人への対応（厚生労働省、国土交通省）

・健康診断の受診を呼びかけるとともに、アスベストによる

疾病に関する「船員保険の職務上の給付」の周知徹底を図

る。（７月２０日、関係業界等に通知）

・健康管理制度（無料健康診断を含む）を導入する。（平成

１７年中に実施）

ウ．消防職員への対応（消防庁）

・消防活動の際にアスベストばく露の可能性があることにつ

いて周知を図る。（８月３日、都道府県に通知）
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○労災補償を受けずに死亡した労働者、家族及び周辺住民の被害への

対応については、救済のための新たな法的措置を、「石綿による健

康被害の救済に関する基本的枠組み」（別紙２）のとおり講ずるこ

ととする。給付水準、費用負担その他の具体的内容については、次

期通常国会への法案の提出に向けて、厚生労働省及び環境省を中心

に、被害の実態把握を進めつつ、引き続き検討する。（厚生労働省、

環境省等）

・７月１２日、都道府県等に対し、保健所等における健康相

談事例の情報収集と報告を依頼した。７月末までの相談事

例については、８月１２日に公表。８月１５日までの相談

事例については、８月２６日に公表。

・周辺住民のアスベストの健康影響に関する分析等を行うた

め、アスベストの健康影響に関する検討会を開催する。

（第１回：７月２６日、第２回：８月１８日、第３回：８

月３１日）

・兵庫県及び尼崎市等の県内関係地方公共団体と協力して、

周辺住民に対する健康被害に関する実態調査を行う。

（４）政府の過去の対応の検証

○政府の過去の対応について、アスベストに関連するこれまでの通知

・通達、行政文書、研究結果等についての関係省庁での調査を踏ま

え検証を行い、８月２６日に「アスベスト問題に関する政府の過去

の対応の検証について」を公表したところであり、なお精査するこ

ととされた点について、９月２９日、「政府の過去の対応の検証に

ついて（補足）」（別紙３）のとおりとりまとめ、公表する。（厚

生労働省、環境省等）
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２．実態把握の強化

○吹付けアスベスト使用実態調査等の実施・早期公表（国土交通省、

総務省、文部科学省、厚生労働省等）

公共住宅、学校施設等、病院、その他公共建築物、民間建築

物における吹付けアスベストの使用実態等について、調査を実

施し、早期に公表する。

調査結果については、解体作業への指導等に有効に活用する

。ため、各地方公共団体において関係部局で情報共有に努める

なお、調査によりアスベスト使用が明らかになった建築物につい

ては、飛散防止のための措置の状況等（除去された吹付けアス

ベストの処理状況を含む）のフォローアップを行う。

ア．民間建築物、公共住宅等（国土交通省）

・７月７日以降、順次都道府県等を通じ調査を開始した。

（９月２９日に中間調査結果を公表）

イ．国の機関の建築物（各府省（国土交通省とりまとめ））

・７月２９日、各府省において調査を開始した。（９月２９

日に調査結果公表）

ウ．学校施設等、病院・社会福祉施設等（文部科学省、厚生労

働省）

・学校施設等につき、調査を開始した。（７月２９日、都道

府県教育委員会等に対し通知。１１月までに調査結果公

表。９月２９日、中間報告の結果を公表）

・病院・社会福祉施設等につき調査を開始した。（８月１

日、都道府県等に対し通知。１１月までに調査結果公表）

エ．その他の公共建築物（関係省庁）

・地方公共団体所有の施設における使用実態調査を実施す

る。（８月１０日以降、調査を実施。１１月までに調査結

果公表）
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○事業場への立入調査（厚生労働省）

・健康被害が発生したことがある事業場への立入調査等を実

施する。（７月１５日、都道府県労働局に通知）

・吹付けアスベストがある建築物を把握し、事業者に自主点

検を行わせるとともに、必要に応じ監督指導等を実施し、

アスベストばく露防止措置を徹底する。（８月２６日、都

道府県労働局に通知）

○アスベスト製品製造事業所周辺地域等における大気中アスベスト濃

度の実測調査を行う。（環境省）

○アスベストによる中皮腫、発がんリスク等に関する研究（厚生労働

省、文部科学省）

中皮腫の実態調査にかかる研究、アスベストばく露に関連し

た職種別リスクに関する研究を実施する。

ア．中皮腫の実態調査に係る研究（厚生労働省）

・人口動態統計に登録されている中皮腫で死亡した８７８名

（平成１５年）や療養中の者について、職歴、初期症状、

検査所見、確定診断方法、治療法、生存期間等に関する調

査研究を実施する。（８月４日、研究班を立ち上げ）

イ．アスベストばく露に関連した職種別リスクに関する研究

（厚生労働省）

・職場の健康診断で撮影した胸部レントゲン写真における胸

膜プラークの有無について職業・職種別に検討すること等

により、アスベストばく露のリスクについて検討を行う。

（８月４日、研究班を立ち上げ）

ウ．労働者健康福祉機構における研究等（厚生労働省）

・独立行政法人労働者健康福祉機構は、上記ア、イの研究に
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協力するとともに、これまで全国の労災病院で診断・治療

がなされたアスベストにばく露した者の肺がん及び悪性中

皮腫の症例及び今後の症例を収集し、業務上のアスベスト

ばく露との関連等について分析・研究を開始した。（平成

１６年度研究計画策定、今年度より実施）

エ．国立がんセンター、放射線医学総合研究所及び理化学研究

所等において、中皮腫の早期診断や治療方法に関する研究に

取り組む。（厚生労働省、文部科学省）

○都道府県・市町村における適切な情報把握を促進する。（関係省

庁）

○主要国におけるアスベスト規制及び補償の状況について情報収集を

行う。（経済産業省、厚生労働省、環境省等）

３．引き続き各省が緊密に連携し、スピード感をもって対策を実施してい

くとともに、国民に対する情報提供に努める。



参考資料４ 

アスベスト対策関係予算要求一覧※１ 
 

○ 今後の被害を拡大しないための対応 

（１）建築物の解体時等の飛散予防の徹底 

担当府省 予算事項名 予算要求額※２ 

（単位百万円）

施策の概要 

厚生労働省 

建築物の解体時等

の飛散防止の徹底 

７４９（２８０） 石綿ばく露防止マニュアル等に基

づく説明会の開催、事業主団体によ

るパトロール等の実施。解体工事現

場等に対する監督指導の実施。 

施設特別整備 １４，３７８の内数

（ ０）

既存官庁施設の未対策のアスベス

ト含有吹付けについて、現在行って

いる使用実態調査の結果等を踏ま

え、対策を行う。 国土交通省 

優良建築物等整備

事業 

５，６００の内数

（ ０）

不特定多数の者が利用する既存の

建築物について、アスベストの除去

費用等について補助を行う。 

国土交通省 

環境省 

経済産業省 

厚生労働省 

財政投融資（日本政

策投資銀行、中小企

業金融公庫、国民生

活金融公庫） 

 環境・ｴﾈﾙｷﾞ ・ー防災・

福祉対策枠320,000の

内数( 0)

（日本政策投資銀行）

1,475,000 の内数( 0)

（中小企業金融公庫）

普通貸付（特別貸付）

790,000 の内数（ 0）

＋ 生活衛生資金貸付

200,000 の内数（ 0）

（国民生活金融公庫）

既存建築物に使用されているアス

ベストの除去費用等について融資

を行う。 

建築物の解体時等

の 飛 散 予 防 の 徹

底・アスベスト製品

製造事業所周辺地

域等における大気

中アスベスト濃度

の実測調査（アスベ

スト対策調査） 

４８（１３） アスベストの飛散防止のため、測定

技術者の育成事業・建築物解体時の

石綿飛散防止マニュアルの検討・建

築物解体現場を中心とした大気環

境モニタリングを行う。 

建築物の解体時等

の飛散予防の徹底

（アスベスト廃棄

物適正処理方策検

討調査） 

２２（ ０） アスベスト廃棄物の処理技術を調

査し、アスベスト廃棄物の飛散性に

応じた最適な処理方策の確立を行

う。 

環境省 

建築物の解体時等

の飛散予防の徹底 

（飛散抑制対策に

２００（ ０） アスベスト飛散抑制対策に資する

技術の研究・開発費用の支援。 



資する技術開発の

支援（競争的資金）） 

農林水産省 
建築物の解体時等

の飛散予防の徹底 

１，０１９（ ０） 石綿を含有する製品の利用実態調

査、点検、診断等。 

 
（２）製造・新規使用等の早期の全面禁止 

担当府省 予算事項名 予算要求額※２ 

（単位百万円）

施策の概要 

厚生労働省 
製造・新規使用等の

早期の全面禁止 

２８（２２） 石綿含有製品の製造等の全面禁止

に向け、専門家検討会を開催。 

経済産業省 

アスベスト代替化

促進のための実証

事業等 

２４０（ ０） 実使用環境に対応したアスベスト

代替製品の安全性・信頼性に係る実

証実験に対する支援や安全性・信頼

性の高いアスベスト含有製品の除

去及び処理を確立するための調査

を行う。 

 

（３）学校等におけるアスベストばく露防止対策 

国立大学法人 

施設整備費補助金

等 

９０，３９６の内数

(９０，０７０の内数）

国立大学施設等のアスベスト除去

等対策工事に対して補助。 

公立文教施設整備

費（沖縄分を除く） 

１２６，９８８の内数

(122,104 の内数)

公立学校施設等のアスベスト除去

等対策工事に対して補助。 

私立学校施設整備

費補助金（私立学校

教育研究装置等施

設整備費補助） 

１７，７３４の内数

(１６，２２７の内数)

私立高等学校等のアスベスト除去

等対策工事に対して補助。 
文部科学省 

※３ 

国宝重要文化財等

保存整備費補助金 

７２０の内数  

（７２０の内数）

重要文化財等を適正に保管するた

めなどに必要な施設のアスベスト

除去等対策工事に対して補助。 

 

（４）その他 

アスベスト問題に

関する行政体制等

の整備 

５１７（１８６） 監督官等の増員及び石綿障害防止

総合相談員（仮称）の設置等。 

厚生労働省 水道施設整備費補

助のうち、水道管路

の近代化を推進す

る事業 

５，２３８の内数

（３，９２２の内数）

飛散予防対策を徹底しつつ老朽度

の高い石綿セメント管等を更新。 

石綿障害健康診断  ７（３１の内数）※４ 駐留軍等労働者の石綿取扱い従事

者に対する健康診断を行う。 

防衛施設庁 

民生安定助成事業

（防音助成） 

４（ １） 周辺対策補助事業（防音工事）によ

り吹付けアスベストを使用した施

設について施設の設置者から補助

申請があったアスベスト処理に対

し助成する。 

 



 
○ 過去の被害に対する対応 

 

（１）労災補償制度等の周知徹底等 

担当府省 予算事項名 予算要求額※２ 

（単位百万円）

施策の概要 

健康管理手帳制度

等の周知 

３２５（ ９） 健康診断の受診の呼びかけ、健康管

理手帳の交付要件の見直し等の実

施。労災補償制度の周知徹底、診断

技術研修の実施。 
厚生労働省 

船員であった者に

対する健康管理制

度（無料健康診断を

含む）の導入 

５（ ０） 健康管理手帳の交付及び手帳所持

者に対する無料健康診断の実施。 

 

（２）労災補償を受けずに死亡した労働者、家族及び周辺住民の被害への対応 

厚生労働省、

環境省（検討

中） 

過去の被害に対す

る対応(アスベスト

問題への緊急対応

に必要な経費) 

事項要求（ ０） アスベストによる健康被害につい

て、「労災補償を受けずに死亡した

労働者、家族及び周辺住民」を隙間

なく救済する。 

 

（３）その他 

環境省 

過去の被害に対す

る対応（一般環境経

由によるアスベス

ト暴露の健康影響

調査） 

３０（ ０） 一般環境経由によるアスベスト暴

露の可能性の高い地域において、工

場等の周辺住民の被害の実態を調

査・把握する。 



 
○ 実態把握の強化 

 

（１）アスベスト製品製造事業所周辺地域等における大気中アスベスト濃度の実測調査 

環境省 

建築物の解体時等

の 飛 散 予 防 の 徹

底・アスベスト製品

製造事業所周辺地

域等における大気

中アスベスト濃度

の実測調査（アスベ

スト対策調査） 

（再掲） 

４８（１３） アスベストの飛散防止のため、測定

技術者の育成事業・建築物解体時の

石綿飛散防止マニュアルの検討・建

築物解体現場を中心とした大気環

境モニタリングを行う。 

 

※１ 平成１８年度予算要求額（一部は財政投融資）。 

※２ 括弧内は前年度予算額。 

※３ 地方自治体等が速やかにアスベスト対策を行えるよう、引き続き実態調査に取り組み、これを

踏まえたアスベスト対策工事に必要な措置が速やかに講じられるよう検討中。 

※４ 予算要求額７百万円は、平成１７年７月１日から施行された石綿障害予防規則に基づくもの。 

平成１７年度以前の石綿障害健康診断は、特定化学物質等障害予防規則に基づく健康診断費の中

で実施。 

 



参考資料５

平成１７年９月２９日
国 土 交 通 省

石綿に関する行動計画の概要について

１．目的・経緯
「アスベスト問題への当面の対応」（平成１７年８月２６日アスベスト問題に関

する関係閣僚による会合）においては、今後の被害を拡大しない対応の一つとして、
建設業における石綿に関する行動計画の作成、報告を求めることにより、解体工事
等の現場において関係法令の遵守を徹底させることとしているところです。

２．依頼内容
１．依頼対象

（社）日本建設業団体連合会 （社）日本土木工業協会
（社）建築業協会 （社）全国建設業協会
（社）日本建設業経営協会 （社）全国中小建設業協会
（社）住宅生産団体連合会 （社）全国解体工事業団体連合会
（社）建設産業専門団体連合会 （社）日本空調衛生工事業協会
（社）日本電設工業協会
の１１団体に行動計画の作成を依頼し、１１団体から報告をいただきました。

２．依頼項目
(1) 関係法令の遵守の周知徹底のための行動計画の作成
(2) 健康管理手帳制度や労災補償制度の周知徹底のための行動計画の作成

３．行動計画の概要
(1) 関係法令の遵守の周知徹底のための行動計画の概要

○（社）日本建設業団体連合会、（社）日本土木工業協会、（社）建築業協会の
３団体が、石綿使用建築物等解体等業務特別教育の講師約１００名を養成し、
他団体が開催する講習会等に派遣する。

○（社）住宅生産団体連合会が、石綿使用建築物等解体等業務特別教育の講師約
５０名を養成する。

○（社）日本建設業団体連合会、（社）日本土木工業協会、（社）建築業協会の
３団体が、平成１７年９月から１１月までに、施工管理者等約３，０００名を
対象とした説明会を全国９ヶ所にて開催する。

○主として専門工事業者団体が、平成１７年９月以降に石綿使用建築物等解体等
業務特別教育を含む講習会等を実施する。若しくは、建設業労働災害防止協会
等他団体が実施する講習会に参加する。

○（社）全国建設業協会がポスターを３万枚、手帳を３万部作成し全会員に配布
する。あわせてホームページにて電子データで公開し周知を図る。

○（社）住宅生産団体連合会が、低層住宅石綿取扱ガイドを１万部作成し会員に
配布する。

○各団体が、（社）全国建設業協会、建設業労働災害防止協会作成のポスター
（電子データ含む）を活用、若しくは作成し、各団体傘下の会員等に周知する。

○各団体が、ホームページ及び機関誌等に情報を掲載するとともに、各団体の傘
下会員等に機関誌等を配布する。

(2) 健康管理手帳制度や労災補償制度の周知徹底のための行動計画の概要
○各団体が、関係省庁の通達やポスター（電子データでも配布）、パンフレット

等を活用し、各団体の傘下会員等に周知する。
○各団体が、ホームページ及び機関誌等に情報を掲載するとともに、各団体の傘

下会員等に機関誌等を配布する。

４．当省の今後の対応
なお、当省としては、行動計画の実施にあたって、今後、更なる実施計画の追加

や具体化が期待される所であり、関係省庁や関係団体等と連携をとりながら所要の
支援、フォローアップを行ってまいります。




